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１．はい！相談室です 

若者に急増！ 副業の申し込みが多額の借金を背負うことに・・・ 

２．締切り迫る！！エシカル度チェックキャンペーン実施中！ 

３．１月から３月は「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」期間です 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

１．はい！相談室です 

若者に急増！ 副業の申し込みが多額の借金を背負うことに・・・ 

【相談事例】    

 スマートフォンの検索サイトで「簡単な作業で、スキマ時間に稼げる」とあった。作業は「メ

ールの返信をするだけ」というので、収入を増やせるならと思い登録し、マニュアル代金や契約

金を支払った。業者から「最初にお金が必要だ」と言われたが「しっかりサポートをしていく。

支払った代金はすぐに取り返せる。」と言われた。 

業者に指示され、消費者金融２社から借金して、契約金を振り込んだが、契約書もマニュアルも

届かない。しかし、たくさんのメールが届くようになったが、メールの内容も返信ができるもの

ではなく、業者が言うような収入は得られないと思った。借金を返済しなければならず、業者に

振り込んだ契約金を返して欲しい。（２０代 女性） 

 

【消費者へのアドバイス】 

メールやＳＮＳ、検索サイトで「簡単に稼げる副業 スマホだけで高額収入」などの広告か

ら収入を増やしたいと望むあまり、業者から言われるまま消費者金融から多額の借金をし、契

約金を払い込ませるという内容です。消費者金融の借金の手続きは、業者が消費者のスマート

フォンを遠隔操作してしまい、消費者は借金をしたことを理解していないこともあります。借

金を負い、業者に多額の契約金を渡しますが、業者の話が違うと気付いて、解約と返金を求め

ますが、業者が応じないことや、中には業者と連絡が取れなくなってしまう場合もあります。 

一度支払ってしまったお金を取り戻すのは容易ではありません。 

お金を支払う前に、業者の説明をうのみにせずに、副業とはどんな作業なのか、どんな仕組

みで利益がでるのかなどを確認し、自分でも調べるようにしましょう。よくわからない時は契

約をしないようにしましょう。 

少しでも不安に思ったら早めに消費生活センター等へ相談しましょう。 

 

※消費者ホットライン「１８８（いやや！）」番 

お住まいの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁の電話番号です。 

 

〈参考資料〉 

○国民生活センター 発表情報 

・【２０代特に注意！】簡単に稼げるという副業 

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20231027_1.html 
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「困ったな」「おかしいな？」と思ったら、すぐに消費生活センターなどに相談しましょう。商

品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど専門の相談員が受付け、公正な立

場でトラブル解決のための助言、あっせん（消費者が当事者として事業者と交渉するための手助

け）、情報提供などを行います。 

◇ご相談はこちらへ 

 消費者ホットライン：１８８（全国共通・局番なし３桁）番で、最寄りの消費生活相談窓口、又

は国民生活センターへつながります。 

日曜日もご相談できます。（年末年始除く） 
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２． 締切り迫る！！エシカル度チェックキャンペーン実施中！ 

茨城県エシカル消費特設ウェブサイト「エシカルいばらき」では、クイズに答えてエシカル関

連商品が当たるキャンペーンを実施中です！  

第４弾（1/1～1/31）は、アウトレット菓子やフェアトレード商品（チョコレート／コーヒー）

を抽選で各 10 名様にプレゼントいたします！ 

是非、ご参加ください！ 

／ 

参加はコチラから〓https://ethical-ibaraki.com 

＼ 

～「エシカル消費」とは～ 

・エシカル（※）消費とは、地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した

消費行動のこと 

 （※）エシカル＝倫理的・道徳的 

・持続可能な開発目標（SDGs）の 17 のゴールのうち、特にゴール 12「つくる責任 つかう責

任」に関連する取組 

 

●問い合わせ先：茨城県生活文化課 生活 G 

●電話番号：029-301-2829 

 

３．１月から３月は「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」期間です 

 関東甲信越地区の１都９県及び６政令指定都市及び国民生活センターでは、今年度も若者向け

悪質商法被害防止共同キャンペーンを実施しています。 

茨城県消費生活センターでは、成人式や卒業、進学・就職の時期に当たる１月から３月までの

期間、市町村と連携して啓発活動を実施することにより、悪質商法等による若者の被害防止を図

ります。 

ＨＰ「いばらき消費生活なび」若者向けキャンペーン特設サイト 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/campaign/young.html 
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※当メールマガジンの配信を停止したい場合は、ホームページ「いばらき消費生活なび」より配

信停止の手続きを行ってください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/mail-magazine.html 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/campaign/young.html


このメールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが

mail:syose@pref.ibaraki.lg.jp までご連絡ください。 
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【お問合せ先】 

発行・編集 茨城県消費生活センター 

〒310-0802 茨城県水戸市柵町 1 丁目 3 番 1 号 

TEL：029-224-4722 

FAX：029-226-9156 
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